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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年10月13日(2016.10.13)

【公開番号】特開2016-104437(P2016-104437A)
【公開日】平成28年6月9日(2016.6.9)
【年通号数】公開・登録公報2016-035
【出願番号】特願2016-47005(P2016-47005)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２６Ｚ
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３１５Ａ
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２０　

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月5日(2016.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　可変表示パターンを決定するための可変表示決定用乱数を抽出する抽出手段と、
　少なくとも前記抽出手段により抽出された前記可変表示決定用乱数を保留記憶情報とし
て記憶する保留記憶手段と、
　前記有利状態に制御するか否かを決定する決定手段と、
　前記決定手段による決定結果と、可変表示を開始するときの前記保留記憶手段における
保留記憶数と、前記抽出手段により抽出された前記可変表示決定用乱数の値と、判定値と
に基づいて、可変表示パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、
　前記可変表示パターン決定手段の決定結果に基づいて可変表示を実行する可変表示実行
手段と、
　前記可変表示パターン決定手段による決定前に、前記抽出手段により抽出された前記可
変表示決定用乱数の値と、判定値とに基づいて、特定可変表示パターンとなるか否かを判
定する判定手段と、
　前記判定手段によって特定可変表示パターンとなると判定された場合に、当該判定対象
となった可変表示が開始される以前に、特定演出を実行可能である特定演出手段とを備え
、
　特定可変表示パターンに対応した判定値のうちの少なくとも一部は、可変表示を開始す
るときの前記保留記憶手段における保留記憶数にかかわらず、同一判定値が設定され、
　前記判定手段は、前記抽出手段により抽出された前記可変表示決定用乱数の値が同一判
定値と合致するか否かを判定することによって、特定可変表示パターンとなるか否かを判
定し、
　特定可変表示パターンと異なる非特定可変表示パターンは、特定可変表示パターンと比
較して可変表示を開始してから表示結果を導出表示するまでの可変表示時間が短い短縮用
可変表示パターンを含み、
　少なくとも前記保留記憶手段における保留記憶数が所定数未満である場合において、判
定値は、前記保留記憶手段における保留記憶数が第１記憶数であるときと第２記憶数であ
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るときとで共通である、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に係り、詳しくは、可変表示を行い、遊技者にと
って有利な有利状態に制御可能な遊技機に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本願の請求項に係る遊技機は、可変表示を行い、遊技者にと
って有利な有利状態（例えば大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ
遊技機１など）であって、可変表示パターンを決定するための可変表示決定用乱数を抽出
する抽出手段と、少なくとも前記抽出手段により抽出された前記可変表示決定用乱数を保
留記憶情報として記憶する保留記憶手段と、前記有利状態に制御するか否かを決定する決
定手段（例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ８１がステップＳ２４０
、Ｓ２４１、Ｓ２４４の処理を実行する部分など）と、前記決定手段による決定結果と、
可変表示を開始するときの前記保留記憶手段における保留記憶数と、前記抽出手段により
抽出された前記可変表示決定用乱数の値と、判定値とに基づいて、可変表示パターンを決
定する可変表示パターン決定手段と、前記可変表示パターン決定手段の決定結果に基づい
て可変表示を実行する可変表示実行手段と、前記可変表示パターン決定手段による決定前
に、前記抽出手段により抽出された前記可変表示決定用乱数の値と、判定値とに基づいて
、特定可変表示パターンとなるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段によって特定
可変表示パターンとなると判定された場合に、当該判定対象となった可変表示が開始され
る以前に、特定演出を実行可能である特定演出手段とを備え、特定可変表示パターンに対
応した判定値のうちの少なくとも一部は、可変表示を開始するときの前記保留記憶手段に
おける保留記憶数にかかわらず、同一判定値が設定され、前記判定手段は、前記抽出手段
により抽出された前記可変表示決定用乱数の値が同一判定値と合致するか否かを判定する
ことによって、特定可変表示パターンとなるか否かを判定し、特定可変表示パターンと異
なる非特定可変表示パターンは、特定可変表示パターンと比較して可変表示を開始してか
ら表示結果を導出表示するまでの可変表示時間が短い短縮用可変表示パターンを含み、少
なくとも前記保留記憶手段における保留記憶数が所定数未満である場合において、判定値
は、前記保留記憶手段における保留記憶数が第１記憶数であるときと第２記憶数であると
きとで共通である。
　このような構成によれば、遊技興趣を向上させることができる。
　なお、前記可変表示パターン決定手段は、可変表示を開始するときの前記保留記憶手段
における保留記憶数が所定数以上である場合には、当該保留記憶数が所定数未満である場
合と比較して、前記短縮用可変表示パターンに対応した判定値の個数が多く設定された判
定値を用いて可変表示パターンを決定してもよい。遊技者の動作を検出する検出手段と、
前記検出手段による検出結果に基づいて対応演出を実行可能である対応演出手段と、時間
調整期間にて調整演出を実行可能である調整演出手段とを備えてもよい。
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